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３　騒音障害防止のためのガイドラインの策定について

基 発 第 5 4 6 号

平成４年10月１日

　騒音障害の防止については、いまだ多くの騒音性難聴の発症を見ている状況にかんがみ、平成４年

８月 24 日に労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（平成４年労働省令第 24 号）を公布し、騒音

障害防止対策の充実を図ることとしたところである。

　今般、これら労働安全衛生規則に基づく措置を含め事業者が自主的に講ずることが望ましい騒音障

害防止対策を体系化し、別添のとおり「騒音障害防止のためのガイドライン」を策定した。

　ついては、関係事業場に対し、本ガイドラインの周知、徹底を図り、騒音障害防止対策の一層の推

進に遺憾なきを期されたい。

　なお、関係事業者団体等に対しては、本職より別紙１から４のとおり要請を行ったので了知された

い。

　おって、本通達をもって、昭和 31 年５月 18 日付け基発第 308 号「特殊健康診断指導指針について」

のうち「４　強烈な騒音を発する場所における業務」に係る部分については、これを削除する。

騒音障害防止のためのガイドライン

１　目　　的

　本ガイドラインは、労働安全衛生法令に基づく措置を含め騒音障害防止対策を講ずることにより、

騒音作業に従事する労働者の騒音障害を防止することを目的とする。

２　騒音作業

　本ガイドラインの対象とする騒音作業は、別表第１及び別表第２に掲げる作業場における業務を

いう。

３　事業者の責務

　別表第１及び第２に掲げる作業場を有する事業者（以下「事業者」という。）は、当該作業場に

ついて、本ガイドラインに基づき適切な措置を講ずることにより、騒音レベルの低減化等に努める

ものとする。

４　計画の届出

　事業者は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 88 条の規定に基づく計画の届出を行う

場合において、当該計画が別表第１又は別表第２に掲げる作業場に係るものであるときは、届出に

騒音障害防止対策の概要を示す書面又は図面を添付すること。


